
○
財
務
省
告
示
第
二
百
一
号 

 
関
税
暫
定
措
置
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
六
号
）
第
八
条
の
六
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
経
済
上
の
連
携

の
強
化
に
関
す
る
日
本
国
と
メ
キ
シ
コ
合
衆
国
と
の
間
の
協
定
（
平
成
十
七
年
条
約
第
八
号
）
附
属
書
一
の
日
本
国
の

表
（
以
下
「
日
本
国
の
表
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
関
税
の
譲
許
が
一
定
の
額
を
限
度
の
基
準
と
し
て
定
め
ら
れ
て
い

る
物
品
に
つ
い
て
、
輸
入
額
が
一
定
の
額
を
超
え
る
こ
と
と
な
っ
た
物
品
及
び
月
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
十
九
年
五
月
三
十
一
日 

財
務
大
臣 

尾
身 

幸
次 

一 

輸
入
額
が
一
定
の
額
を
超
え
る
こ
と
と
な
っ
た
物
品 

日
本
国
の
表
第
５
欄
に
注
釈
番
号
24
が
付
さ
れ
た
物
品 

二 

輸
入
額
が
一
定
の
額
を
超
え
る
こ
と
と
な
っ
た
月 

平
成
十
九
年
四
月 

 
 


